
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内閣府男女共同参画局 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence

/index.html 

みやぎ男女共同参画相談室 

http://www.pref.miyagi.jp/site/kyousha/jigyo

u-soudan.html 

11 月 25 日は，「女性に対する暴力撤廃国際日」です。これに合わせ，毎年 11 月 12 日から 11 月

25 日までの 2 週間は，「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間になっています。 

暴力は，その対象の性別や加害者，被害者の間柄を問わず，決して許されるものではなく，特に，配

偶者等からの暴力，性犯罪，ストーカー行為，売買春，人身取引，セクシュアル・ハラスメントなど女

性に対する暴力は，女性の人権を著しく侵害するもので，男女共同参画社会を形成していく上で克服す

べき重要な課題であると言えます。 

県では，この期間中，国，他の地方公共団体，女性団体その他の関係団体との連携・協力の下，社会

の意識啓発等，女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとしています。 

11 月 7 日（火）には，県内の自治体や各種団体で男女共同参画各種相談事業に携わっている方を対

象にした「相談員スキルアップ研修」を開催し，「自分を大切にする心の基本的人権～自己尊重から始

まるエンパワメント～」と題したセミナーと参加者間での事例検討を実施します。また，11 月 15 日 

（水）には，ＤＶ被害者支援をテーマに「女性相談

員等技術研修会」が開催されます。 

今年度のポスターには，ご自身も配偶者からの

暴力の被害経験を持つ，漫画家の西原理恵子さん

の「りえさん手帖」のキャラクターがデザインに

起用されています。 

女性に対する暴力をなくす運動 

暴力について悩んでいることがあれば，

2 ページ目に記載している「みやぎ男女

共同参画相談室」にご相談ください。秘

密はもちろん守りますし，匿名でも構い

ません。ぜひご利用ください。 

©宮城県・旭プロダクション 
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いきいきキャリアスタート事業  いきいきキャリアアップ事業  いきいきキャリア応援 

【 対 象 ： 学 生 】  【対象：働く女性】  【対象：管理職ほか】 

就職前の学生を対象に対象とし

た普及啓発セミナー 

 ロールモデルと一緒に考える

ワークショップ 

 企業の経営者，管理職，人

事担当者等を対象とした，

女性が活躍できる環境整備

を考えるセミナー 

【平成 29 年度】 

テーマ「10 年後の自分」 

 9 月 14 日＠東北大 

 10 月 31 日＠白百合女子大 

【平成 29 年度】 

 11 月 15 日＠白石市 

 1 月 16 日＠塩竃市 
【平成 29 年度】 

 １月（予定）＠東松島市 

男性も女性も誰もがいきいきと自分らしく働き続けるためには，一人一人が心身の健康を保ちながら，

適切なワーク・ライフ・バランスで働き，また企業・職場としてもポジティブ・アクション（女性の積

極的登用）を進め，仕事と家庭の両立を支援する体制をつくることが重要です。 

県では，職場における女性活躍を促進させるための人材育成を通して，働くすべての人がワーク・ラ

イフ・バランスを図りながら，いきいきと活躍し続けられるよう，「いきいき男女共同参画人材育成事

業」として，段階に応じた各種セミナーを実施しています。 

発行 

宮城県 環境生活部 

共同参画社会推進課 
〒９８０－８５７０ 

仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

T E L ０２２－２１１－２５６８ 

F A X ０２２－２１１－２３９２ 

メール danjyo@pref.miyagi.lg.jp 

いきいき男女共同参画人材育成事業 

http://www.pref.miyagi.jp/site/kyousha/ 

     
県では，女性も男性も働きやすい職場づ

くりやワーク・ライフ・バランスに取り

組む企業を応援しています。   

◆◆◆◆現在の認証企業数◆◆◆◆ 

○ 認証企業    ２９７社 

○ ゴールド認証企業 ２５社 

（平成２９年１１月１日現在） 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

認証制度に関するお問い合せ 
宮城県共同参画社会推進課 
℡０２２－２１１－２５６８ 

みやぎ男女共同参画相談室の御案内 

一般相談 ℡０２２－２１１－２５７０ 

受付 月曜日から金曜日まで（祝日・休日・LGBT 相談時間除く） 

午前８時３０分から午後４時４５分まで 
 

男性相談 ℡０２２－２１１－２５５７ ※男性相談員対応 

受付 毎週水曜日（祝日・休日除く）正午から午後４時まで 
 

法律相談 ℡０２２－２１１－２５７０ ※事前予約制 

※女性弁護士が面接にて相談対応します 

受付 毎月第４木曜日（祝日・休日の場合は翌週） 

午後１時から午後４時３０分まで 
 
LGBT(性的マイノリティ)相談 ℡０２２－２１１－２５７０ 

受付 毎月第２・第４火曜日（祝日・休日除く） 

正午から午後４時まで 
 


